
基 本 協 定 書 

 

宝塚市（以下「甲」という。）と阪急電鉄株式会社（以下「乙」という。）は、都市

計画道路競馬場高丸線と阪急電鉄今津線との立体交差工事（以下「工事」という。）の

施行について、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、工事の内容、費用負担等について基本的な事項を定め、甲乙相互

の協力のもとに円滑な工事の遂行を図ることを目的とする。 

 

（工事の内容） 

第２条  工事の内容（位置及び範囲を含む。以下同じ。）は別紙１のとおりとし、工事

の工程は別紙２のとおりとする。 

 

（工事の施行） 

第３条  工事は、甲の委託により乙が施行するものとする。 

 

（協定の期間） 

第４条  本協定の期間は、協定締結の日から令和 15 年（2033 年）3 月 31 日までとす

る。 

２ 本協定の期間について変更する必要が生じたときは、甲及び乙が協議して定める

ものとする。 

 

（工事の費用負担等） 

第５条 工事の施行に要する費用（以下「工事費」という。）は、別紙３工事費概算額

調書のとおり概算総額金 5,431,668,800 円とし、甲が全額負担するものとする。 

 

（年度協定の締結） 

第６条 甲及び乙は、年度毎の工事内容、工事費、支払い方法等について別途年度協

定を締結するものとする。 

 

（工事内容又は工事費の変更） 

第７条 工事の施行内容に変更があるとき又は物価、人件費等の著しい変動により工

事費に変更があるときは、あらかじめ甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 

（財産の帰属及び維持管理）  

第８条 工事の施行により完成した施設については、道路施設は甲に、鉄道施設は乙

に帰属することとする。なお、函体は乙に、その函体に付随する道路施設は甲に帰

属にするものとし、別紙４のとおりとする。 
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２ 前項に規定した施設の維持管理については、道路施設及び函体は甲が、鉄道施設

は乙が管理するものとし、別途維持管理協定を締結するものとする。 

３ 本協定締結後に、天災地変、地震、風水害その他不可抗力による災害により別紙

４の函体に損害が生じた場合の復旧工事に要する費用については、甲が負担するも

のとする。なお、詳細事項については、前項に定める維持管理協定締結時に取り決

めるものとする。 

 

（用地の使用等） 

第９条 甲は、工事の施行のために必要となる用地について、乙の工事着手前に確保

するものとし、工事期間中は乙が無償で使用できるものとする。 

２ 工事完了後、道路と鉄道が交差する（道路施設と鉄道施設により甲及び乙が相互

に使用する）部分の乙の所有地については、甲の施設が存続する限り、乙は、甲に

無償にて使用させるものとし、前条第２項に定める維持管理協定締結時に詳細事項

について取り決めるものとする。 

３ 前項の対象範囲の考え方は別紙４のとおりとし、詳細は工事完了後に、完成した

施設の位置をもとに甲乙協議のうえ決定する。 

 

（用地処理） 

第 10 条 甲は、工事完了後、道路と鉄道が交差しない部分の乙の所有地を乙より有償

で譲り受けるものとする。 

２ 前項の対象範囲の考え方は別紙４のとおりとし、詳細は工事完了後に、完成した

施設の位置をもとに甲乙協議のうえ決定する。なお、前項の譲り受けにおける土地

価格は、近畿地区用地対策連絡協議会の運用申し合わせ「機能回復を要しない軌道

敷地の評価について」の確認事項に基づき評価し、決定するものとする。 

 

（行政上の手続き） 

第 11 条 工事の施行に必要な行政上の手続きについては、甲が行うものとし、乙はそ

れに協力するものとする。 

 

（地元説明） 

第 12 条 工事の施行に伴い実施する地元説明については、甲及び乙が協力して実施

するものとし、事業に関する説明は甲が実施し、工事に関する説明は乙が実施する

ものとする。 

 

（苦情等の処理） 

第 13 条 工事の施行に伴い生じる第三者からの苦情等の処理については、甲及び乙

が協力して実施する。 

 



（損害の負担） 

第 14 条 工事の施行に伴い生じた損害の負担については、甲及び乙それぞれの責に

帰する場合を除き、甲及び乙が協議して処理するものとする。 

 

（公正性と透明性の確保） 

第 15 条 甲及び乙は、本協定による工事が公共工事であることを鑑み、本事業の実施

にあたって、適切な事務処理を行うとともに、公正性及び透明性の確保に努めるも

のとする。 

 

（協定の効力） 

第 16 条 本協定については、宝塚市議会の議決を得たときに効力が生じるものとす

る。 

２ 第 4 条第 1 項で定めた期間及び第 5 条で定めた概算総額金に変更の必要が生じた

場合は、内容に応じて本協定を変更するものとする。なお、変更が生じた内容につ

いては、前項と同様に宝塚市議会の議決を得たときに効力が生じるものとする。 

 

（その他） 

第 17 条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義の生じたときは、甲及び乙

が協議して定めるものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名押印のうえ各自１通を

保有する。 

 

 

    令和 8 年（2026 年）  月  日 

 

 

甲     兵庫県宝塚市東洋町 1 番 1 号 

    宝塚市 

代表者 宝塚市長 森  臨 太 郎 

 

 

乙    大阪市北区芝田一丁目 16 番 1 号 

       阪急電鉄株式会社 

取締役社長    嶋 田  泰 夫 

 










